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平成２８年度 決算特別委員会 

会議録（第１号） 

 

１．招集年月日  平成２８年９月１４日 

２．招集の場所  熊野町役場 ４階 第１委員会室 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

３．出席議員（１４名） 

   委員長 藤 本 哲 智   副委員長 民 法 正 則 

    委員 尺 田 耕 平     委員 竹 爪 憲 吾 

    委員 立 花 慶 三     委員 諏訪本   光 

    委員 片 川   学     委員 沖 田 ゆかり 

    委員 時 光 良 造     委員 大瀬戸 宏 樹 

    委員 荒 瀧 穂 積     委員 中 原 裕 侑 

    委員 久保隅 逸 郎     委員 山 野 千佳子 

    委員 馬 上 勝 登     委員 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．欠席議員（なし） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．事務局出席  議会事務局長 三 村 伸 一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明員 

      町     長         三 村 裕 史 

      副  町  長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      民 生 部 長         清 代 政 文 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．協議事項 

  付託された「認定第１号 平成２７年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第

２号 平成２７年度熊野町上水道事業会計決算の認定」について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．内容 

（開会 １４時２８分） 

○委員長（藤本） ただいまの出席委員は１６名です。定足数に達していますので、ただ

いまから決算特別委員会を開会します。 

  本委員会に付託されました認定第１号、平成２７年度熊野町各会計歳入歳出決算認定

について、及び認定第２号、平成２７年度熊野町上水道事業会計決算の認定についてを

議題とします。 

  初めに、審査の手順でありますが、お配りしております平成２８年決算特別委員会審

査方法に基づき行うこととします。 

  まず、概要につきまして、一般会計と各特別会計の決算全般を副町長から、上水道事

業会計決算を建設部長から説明を受けたいと思います。 

  次に、部門ごとの主要事業について、各部長から説明を受けた後に、資料の閲覧時間

を設けたいと思います。 

  この閲覧時間の際に個々で質疑をしていただければと思います。 

  最後に、部門ごとで総括質疑を行い、委員会としての意見をまとめたいと思います。 

  以上のような流れて審査を行っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（藤本） 異議がないようですので、早速審査に入りたいと思います。 

  平成２７年度各会計歳入歳出決算認定書は事前にお配りしております。 

  それでは、副町長から決算書の概略について説明お願いします。 

  副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） それでは、平成２７年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書に

つきまして、その概要を説明させていただきます。 

  決算書１ページのほうお開きいただきたいと思います。 
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  １ページの財産に関する調書をごらんください。 

  まず、平成２７年度末の公有財産の状況について、御説明いたします。 

  一番下の行をごらんください。土地につきましては、前年度に比べ１万６,２５０.５

６平方メートルの減少で、全体では１４０万３,１９７.２７平方メートルとなっており

ます。 

  建物につきましては、木造が６２.９０平方メートル減少し、非木造が２９.１４平方

メートル増加し、全体では７万９,８４５.９３平方メートルとなっております。 

  ３ページをごらんください。 

  増減の内容ですが、行政財産の土地では、その他の行政機関の消防施設が、海田町内

において、安芸消防署と隣接する財務省所有の土地との筆界未定が整理され、登記が完

了したことにより１.９４平方メートルの減、その他の施設が、くまの産業団地完成時

に普通財産として計上していたもののうち、調整池など行政財産として管理すべきもの

を整理したことによる増、雲母川砂防堰堤用地の取得による増等により、６,４１９.９

３平方メートルの増となっております。 

  また、公共用財産の学校が、熊野中学校の敷地２筆の寄附により６０７平方メートル

の増、公園が、石神地区での開発完了に伴う帰属等により１５１.４５平方メートルの

増、その他の施設では、くまの産業団地の普通財産として管理すべきものを整理したこ

とにより１,０７９平方メートルの減となっております。 

  行政財産の建物の変更は、木造において、萩原と初神の町営住宅を１棟ずつ解体した

ことにより公共用財産の公営住宅が６２.９０平方メートルの減、非木造において、海

上側地区に防災集会所を新設したことにより、その他の施設が２９.１４平方メートル

の増となっており、建物全体で３３.７６平方メートル減少しております。 

  普通財産の土地では、山林が、くまの産業団地の財産管理を整理し、行政財産からの

分類がえや、道路のり面となった部分の行政財産への分類がえをしたことにより、差し

引き５１１平方メートルの増、その他が、くまの産業団地の３区画、４区画の売却及び

行政財産への分類がえにより２万２,８５９平方メートルの減となっており、全体で２

万２,３４８平方メートル減少しております。 

  普通財産の建物では、平成２７年度の異動はなく、前年度のままとなっております。 

  続いて５ページをごらんください。 

  （２）の出資による権利につきましては、前年度から変更がなく、１億８２２万６,
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０００円となっております。 

  ２の物品（公用車）ですが、総務部におきまして軽貨物車１台と、消防積載車１台の

買いかえを行いました。全体では前年度末から台数の変更がなく、決算年度末現在の保

有台数は６３台となっております。 

  次に、各会計の決算について、各会計の全体像として、決算額、収支、歳入における

不納欠損額及び収入未済額、歳出における不用額について、御説明させていただきます。 

  ６ページをごらんください。 

  平成２７年度一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入・歳出予算額がそれぞれ８

８億９,６４１万５,０００円に対し、歳入決算額が８７億７,８９８万４,１８２円、歳

出決算額が８５億８,４７１万９,７７６円で、歳入歳出差引残高は１億９,４２６万４,

４０６円となっております。 

  ８ページをごらんください。 

  実質収支でございますが、３の歳入歳出差し引き額から、４の（２）の繰越明許費繰

越額１,２２３万９,０００円を差し引いた実質収支額は、１億８,２０２万５,４０６円

となっております。 

  なお、繰越明許費繰越額は、６月に行われました第２回熊野町議会で御報告いたしま

した一般会計予算繰越明許費繰越計算書の掲載事業である行政情報化事業や保育所運営

一般事務事業、町道藪太央線改良事業に係る財源となっております。 

  次に、一般会計の歳入ですが、９ページから１４ページに、款及び項ごとの決算状況

を２１ページから６２ページに、目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。こ

の中で、不納欠損額及び収入未済額の概要について、御説明をさせていただきます。 

  ９ページをごらんください。 

  不納欠損額につきましては、町税の４６０万５,２５２円。１１ページ、分担金及び

負担金の３３万８,２００円を不納欠損処分としております。 

  また、収入未済額では、１４ページ、一番下の合計欄にありますように、一般会計全

体で１億２,５６１万２,７５２円となっておりますが、このうち町税は９,５５９万５

５４円で全体の約７６％を占めております。 

  なお、平成２７年度の町税の徴収率は９６.１％で、前年度の９６％と比べて、０.

１％増加しております。 

  次に、歳出ですが、１５ページから１８ページに、款及び項ごとの決算状況を、６３
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ページから１３４ページに、目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。 

  この中で、不用額について御説明させていただきます。 

  毎年度、予算編成に当たっては、事務事業の精査を行い、適切な予算の計上に努める

とともに、不用となる経費については、補正予算で減額しております。しかしながら、

医療費等に係る特別会計繰出金や工事関係経費などについては、明確な見通しに努めて

も、なお不用額が発生する場合がございます。こうしたことから、平成２７年度では、

１８ページ、一番下の合計額にありますように、１億８,２５１万４,２２４円が不用額

となっております。 

  次に進みますが、１３８ページをごらんください。黄色い紙のほうになります。 

  国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算書について、御説明いたします。 

  歳入歳出予算額は、それぞれ３７億８,６２０万５,０００円に対し、歳入決算額が３

７億３,８７５万８,５９８円、歳出決算額が３７億３,０３７万６９９円で、歳入歳出

差引残高は８３８万７,８９９円となっております。 

  １４０ページをごらんください。 

  繰り越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、８３８万７,８９９円とな

っております。 

  １４１ページからの歳入ですが、国民健康保険税におきまして、不納欠損額が３５３

万４,８００円、収入未済額が９,２４０万６,８２７円となっております。 

  １４５ページのほうお願いいたします。 

  １４５ページからの歳出ですが、主なものとして、保険給付費に係る不用額が３,２

３４万２,４９３円。 

  １４７ページお願いいたします。 

  予備費に係る不用額が２,０００万、合計で５,５８３万４,３０１円となっておりま

す。 

  次に、１７６ページまでお願いいたします。 

  やはり、黄色い紙になりますが、次に、１７６ページの公共下水道事業特別会計の歳

入歳出決算書についての御説明をさせていただきます。 

  歳入・歳出予算額は、それぞれ９億４,６７６万８,０００円に対し、歳入決算額が９

億４,０７９万２,９８１円、歳出決算額は９億３,１５２万３,６８２円で、歳入歳出差

引残高は９２６万９,２９９円となっております。 
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  １７８ページ、次のページになります。 

  １７８ページの中で、繰り越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、９２

６万９,２９９円となっております。 

  １７９ページをお願いいたします。 

  １７９ページの歳入ですが、分担金及び負担金で収入未済額が６７万１,８００円、

使用料及び手数料で不納欠損額が５１万４,８６０円、収入未済額が９１４万９,２６６

円となっております。 

  続きまして、１８１ページをお願いいたします。 

  １８１ページの歳出については、不用額が１,５２４万４,３１８円となっており、そ

の主な内容は、下水道使用料徴収委託料、流域下水道維持管理負担金や事業費に係る工

事請負費などでございます。 

  次にまた飛びまして、黄色い紙の１９４ページをお願いいたします。 

  後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算書について、御説明をいたします。 

  歳入・歳出予算額は、それぞれ５億８,０５３万２,０００円に対し、歳入決算額が５

億７,９５４万４,５４７円、歳出決算額は５億７,２７７万８１８円で、歳入歳出差引

残高は６７７万３,７２９円となっております。 

  １９６ページのほうお願いいたします。 

  繰り越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、６７７万３,７２９円とな

っております。 

  続きまして、１９７ページのほうお願いいたします。 

  １９７ページの歳入ですが、後期高齢者医療保険料の収入未済額が１５１万６,１４

３円となっております。 

  続きまして、１９９ページ、次のページになります。 

  １９９ページの歳出については、不用額が７７６万１,１８２円となっており、その

主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

  続いて、また飛んでいただきまして、２１０ページをお願いいたします。 

  介護保険特別会計の歳入歳出決算書について、御説明をいたします。 

  歳入歳出予算額は、それぞれ２１億４,２５６万２,０００円に対し、歳入決算額が２

１億５,０１２万２３７円、歳出決算額は２０億７,６２６万６,２９３円で、歳入歳出

差引残高は７,３８５万３,９４４円となっております。 
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  ２１２ページをお願いいたします。 

  繰り越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、７,３８５万３,９４４円と

なっております。 

  次に、歳入及び歳出についてですが、介護保険特別会計は保険事業勘定、介護サービ

ス事業勘定の２つの勘定に分かれておりますので、それぞれ説明させていただきます。 

  まず、保険事業勘定について御説明をいたします。 

  ２１５ページをお願いいたします。 

  歳入ですが、介護保険料において不納欠損額が３７３万６,８８４円、収入未済額が

１,００２万４,７００円となっております。 

  ２１７ページのほうお願いいたします。 

  ２１７ページの歳出ですが、保険給付費が見込みを下回ったことが主な要因となり、

一番下の合計欄にありますように、不用額が６,５９８万９,０１０円となっております。 

  次に、介護サービス事業勘定について説明します。 

  ２２１ページをお願いいたします。 

  歳入ですが、介護サービス事業勘定は、全ての歳入が公費で賄われておりますので、

不納欠損額、収入未済額ともございません。 

  ２２３ページの歳出については、事業費の不用額が３０万６,６９７円となっており

ます。 

  以上が、一般会計及び各特別会計の決算の概要でございます。 

  次に、平成２７年度の主な基金の運用状況について御説明いたします。 

  ２５８ページをごらんください。 

  基金財産については、出納整理期間の適用がありませんが、各会計と同様に、出納整

理期間における増減を含む金額で説明させていただきます。 

  １の土地開発基金ですが、（１）の預金では、購入や売却を行っておりませんので、

前年度末から変更はなく、基金残高は１億１,３０４万６,４１２円となっております。 

（２）の土地についても、前年度末から変更はなく、年度末の保有面積はゼロ平方メート

ルとなっております。 

  ２の財政調整基金については、下から２つの行の値の和となりますが、利子を含め８,

７３３万５,５２１円の積み立てを行い、一般会計へ４,４９１万１,０００円取り崩し

た結果、基金残高は、１５億２,７８６万１,７０４円となっております。 
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  ３の筆の里づくり基金については、これも下２行分の和ですが、利子を含む積立金が、

１,３１２万５,００２円、一般会計へ５２９万２,５００円取り崩した結果、基金残高

は、１億６,５１２万９,８７２円となっております。筆職人後継者育成事業補助や筆ま

つり実行委員会補助事業などの財源として運用したものでございます。 

  ２５９ページをお願いいたします。 

  ５の地域福祉基金については、利子２３万３,１１４円の収入があり、一般会計へ１

１８万３,０００円取り崩した結果、基金残高は、２億２５４万９,６５７円となってお

ります。生活福祉交通おでかけ号運行事業などの財源として運用したものでございます。 

  ２６０ページをお願いいたします。 

  ２６０ページ、８の公共施設等整備基金については、下２行分の和ですが、利子を含

め２億１,３０２万４,７２１円の積み立てを行い、一般会計へ２億９,４２７万６,００

０円取り崩した結果、基金残高は、８億１,６４２万５１３円となっております。くま

の・みらい交流館建設事業、筆の里工房外壁改修工事などの財源として運用したもので

す。 

  ９の国民健康保険財政調整基金については、利子１８７円の積み立てを行い、国民健

康保険事業特別会計へ７,０００万円取り崩した結果、基金残高は、１億７７４万７,５

６１円となっております。 

  １０の介護給付費準備基金については、下２行分の和ですが、利子を含め１億６３６

万６,０００円の積み立てを行い、介護保険特別会計への取り崩しは行いませんでした

ので、基金残高は、２億８,４７２万６,８８９円となっております。 

  また、その他の基金については、利息の積み立てですので、説明は省略させていただ

きます。 

  平成２７年度一般会計・各特別会計歳入歳出決算書についての説明は以上でございま

す。 

  なお、主要事業につきまして、各部長から説明させていただき、各会計の決算書の詳

細については、後ほど、各担当部課長に質問していただくということで、よろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） ありがとうございました。 
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  続いて、建設部長から上水道事業会計決算書について説明をお願いします。 

  沖田部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） それでは、平成２７年度上水道事業会計剰余金の処分及び決算の概

要について御説明させていただきます。 

  まず、剰余金の処分につきまして御説明いたします。 

  熊野町上水道事業決算書、こちらになります別表の薄いほうの決算書、これの１２ペ

ージのほうをお開きください。 

  下段の表、平成２７年度熊野町上水道事業剰余金処分計算書をごらんください。 

  まず、剰余金の処分についてですが、未処分利益剰余金は、３億４,８４１万３,０７

１円で、４２７万５,５００円を利益積立金に、８,１２３万４,４８９円を建設改良積

立金に積み立て、残りの２億６,２９０万３,０８２円を繰り越すものでございます。 

  続きまして、決算の概要を説明いたします。 

  ２０ページをお開きください。 

  （１）の業務状況についてですが、中ほどの表をごらんください。年間給水量は、１

９４万７,３４２立方メートルで、対前年度０.１％増加しており、有収水量については、

１８１万１,５６１立方メートルで、対前年度０.６％の増加となっております。 

  また、有収率については、９３.０％で、対前年度０.４ポイント増加しており、主な

要因につきましては、主要施策等による管路整備により有収水量が増加したものと考え

ております。 

  続きまして、（２）主要施策では、未給水地区解消のための管路整備を新宮、初神、

呉地、川角地区で計４カ所実施し、熊野団地の管路更新を石神地区で１カ所実施してお

ります。 

  また、高所配水団地の整備としまして、城之堀団地で加圧ポンプ所受水槽設置工事、

加圧ポンプ所水位計設置工事、団地内の配水管布設がえ工事を実施しており、平成２７

年度全体で、管路整備延長は２,１８６メートルとなっております。 

  続きまして、ページを戻っていただきまして、６ページ、７ページのほうお開きくだ

さい。 

  （１）の収益的収入及び支出でございます。 

  収入の決算額は、５億３,５９１万４６円となっております。対前年度で６９０万３
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２１円の増額で、主な要因は、開発工事に伴います特別利益が増加したことによります。 

  また、支出の決算額は、４億４,４９６万１,４００円となっております。対前年度で

３,７０６万９,７０４円の減額で主な要因は、前年度と比べ、漏水事故等の修繕工事が

減少し、修繕費等の支出が減額となったものでございます。 

  最後に、８ページ、９ページのほうをお開きください。 

  （２）資本的収入及び支出でございます。 

  収入の決算額は、９,０３１万３,０００円で、対前年度４,７９２万６,０００円の増

額で主な要因につきましては、高所配水団地における工事増に伴いまして、基金取り崩

し金を増額したことによるものでございます。 

  支出の決算額につきましては、１億６６０万４,４８５円。対前年度で２,２４４万２,

１９０円増額で、主な要因は、城之堀団地における高所配水団地整備事業費の増額によ

るものでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） ありがとうございます。 

  これより、各部門における平成２７年度の主要事業について説明を受けたいと思いま

す。 

  それでは、総務部門から説明をお願いします。 

  岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） それでは、総務部門の主要事業について御説明をさせていただきま

す。 

  資料は、平成２７年度一般及び特別会計歳入歳出決算書と、平成２７年度歳入歳出決

算附属資料のこの２つを用いて御説明をさせていただきます。 

  附属資料のほうの１３ページをお願いいたします。 

  総務課でございます。行政情報化事業（基幹系システムクラウド化）でございます。 

  決算書では、資料右側の決算書該当ページ欄に記載しておりますとおり、６９ページ

から７０ページになります。 

  電算システムを市町共同利用するクラウド方式に移行した事業費として、１億２,５

９０万１,０００円を支出しております。データセンターや庁舎内の機器について、ク
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ラウド利用する上での必要な環境設定、並びに、既存データの移行作業を実施いたしま

した。これによりまして、同一システムを複数の市町が利用することから、法改正に伴

うシステム改修経費が共同負担となるなどの経費節減の効果や、各種データを庁舎外に

置き、かつ、庁舎内にバックアップデータを持つことで、庁舎被災によるデータ喪失や

システムの機能不全といったリスクが大幅に軽減することができました。 

  次に、同じく総務課、県議会議員選挙事業でございますが、決算書では、７５ページ

から７６ページとなります。 

  事業費につきましては、６３７万２,０００円でございます。 

  平成２７年４月１２日に執行された広島県議会議員選挙でございます。 

  事業費の主な内容といたしましては、投開票の管理者・立会人への報酬、職員の時間

外勤務手当、入場券等の郵送料、ポスター掲示板の管理・撤去委託料、選挙用車両を取

得した備品購入費でございます。 

  投票率につきましては、５６.７％でございます。 

  次に、同じく総務課の町議会議員選挙事業ですが、決算書では、７７ページから７８

ページとなります。 

  事業費は、６１５万５,０００円でございます。 

  平成２７年４月２６日に執行された熊野町議会議員選挙でございます。 

  事業費の主な内容は、ただいまの県議選と同様でございます。投開票の管理者・立会

人への報酬、職員の勤務時間外手当、入場券等の郵送料等々でございます。 

  投票率は５８.４％でございます。 

  次に、同じく総務課です。「災害予防及び応急対策事業（防災集会所整備）」でござ

います。 

  決算書では、１１３ページから１１４ページになります。 

  防災集会所の整備費として、７７３万８,０００円を支出しております。 

  これは、避難所まで相当な距離があり、かつ、土砂災害で孤立する可能性のある新宮

地区の海上側に一時待避所を整備したものです。 

  施設の管理は、その一帯の住民で組織された自主防災組織に委ねており、避難訓練の

実施、６月豪雨の際の夜間開放、自主防災組織によるコミュニティ活動などに活用いた

だいております。 

  続きまして、企画財政課の「交通輸送対策事業」でございます。 
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  決算書では、７１ページ、７２ページとなります。 

  事業費は２,７７３万６,０００円で、生活福祉交通おでかけ号の運行事業と、バス運

行対策費補助事業が主な事業内容でございます。 

  生活福祉交通おでかけ号の事業実績ですが、運行日数２４０日、総運行便数１,３４

０便、延べ利用者数７,５５８人、１便当たりの平均利用者数５.６人でございます。町

内のタクシー業者２社への運行委託費として、１,０６３万３,８００円を支出しており

ます。 

  また、バス運行対策費補助事業は、生活バス路線の運行を確保するため、沿線自治体

が協調して運行経費の一部を補助するもので、広電バスの阿戸線へ１,６０７万６,１１

８円、芸陽バスへ２万３,３８０円を支出しております。 

  なお、阿戸線に関しましては、広島市区域の走行距離に応じ、広島市から２２９万６,

６０５円の負担金を収入しております。 

  続きまして、商工観光課でございます。 

  まず、筆の里工房事業でございますが、決算書では、同じく７１、７２ページとなり

ます。事業費は、１億３,４７３万円となっております。 

  事業内容につきましては、筆づくりの歴史と伝統を生かし、魅力ある熊野のまちづく

りを担う施設として設置いたしました筆の里工房の運営経費とともに、開館から２０年

が経過し、老朽化が進んでいることから、外壁改修工事を実施いたしました。 

  次に、国勢調査事業でございます。決算書では、７７ページ、７８ページになります。 

  ５年に１度実施をされます統計調査のうち最も規模の大きい国勢調査事業でございま

すが、調査期日を２７年１０月１日とし、町内全域を対象に人口、世帯数等の調査を実

施いたしました。 

  今後、若干の修正はあると思いますが、現時点の速報値では、人口が２万３,７６２

人、平成２２年度の調査から３.１％の減、世帯数は９,３８６世帯で、前回比１％の増

となっております。 

  １４ページをお願いいたします。 

  １４ページ、３つの商工振興事業は、いずれも平成２６年度からの繰り越し事業でご

ざいます。まず、商工振興事業では、国の交付金を活用し、プレミアム付買い物券発行

助成事業を実施いたしました。 

  決算書では１０１ページから１０２ページでございます。 
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  全体事業１億５,９５４万４,０００円のうち当該事業の事業費は３,３７６万３,５５

２円でございます。 

  発行額は１億９,２００万円、販売額１億６,０００万円でプレミアム率は２０％とし

て実施をいたしました。 

  熊野町商工会への補助事業として実施をいたしましたが、補助額につきましてはプレ

ミアム部分と事務費部分の合計となってございます。 

  次の、筆産業振興事業では、熊野筆割引事業、熊野筆海外商標登録取得支援事業を実

施いたしました。 

  決算書では、１０１ページ、１０２ページでございます。 

  事業費は、事業全体で１,８８９万５,０００円、このうちただいまの２つの事業を合

わせまして、９８３万６,０００円でございます。 

  まず、熊野筆割引事業でございますが、一般財団法人筆の里振興事業団への補助事業

として実施し、筆の里工房の熊野筆セレクトショップにおいて、書筆、画筆を購入され

る際、４０％の助成を行ったものでございます。 

  購入の際の助成額は、６７０万９,０４８円で、事務費と合わせた事業団への補助額

は６８３万５,６２４円でございます。 

  実施期間につきましては、５月１０日から１２月６日となっております。 

  次の、熊野筆海外商標登録取得支援事業につきましては、熊野筆事業協同組合への補

助事業として実施をし、海外での事業展開を目指す事業者への支援及び熊野筆ブランド

の保護を目的に、商標登録手数料の補助を行ったものでございます。 

  申請国は、１０カ国で、補助額は３００万円となっております。 

  続きまして、観光推進事業でございますが、熊野町映像制作事業、熊野町観光ＰＲ事

業、筆づくりの里体験事業を実施いたしました。 

  決算書では、１０３ページ、１０４ページでございます。 

  事業費は、全体で３,１１２万６,０００円。このうち３つの事業では、２,３０９万

２,０００円となっております。 

  まず、熊野町映像制作事業は、ＮＨＫプラネットへの委託事業で、ドラマ形式での町

のＰＲビデオ、筆づくり工程、町の紹介ビデを製作したものでございます。 

  事業費は、１,５３７万６,３８０円でございます。 

  次の熊野町観光ＰＲ事業は、一般財団法人筆の里振興事業団への補助事業で、熊野町
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及び熊野筆の情報発信のため、熊野筆セレクトショップの広島駅名店街店への出店と、

銀座店の書筆コーナーの増設に対し、補助を行ったものでございます。 

  事業費は６００万円でございます。 

  続きまして、筆づくりの里体験事業は、熊野町観光推進協議会への補助事業で、国の

芸術系大学及び大学院の学生、院生を対象に、筆の都熊野町で筆司との交流や筆づくり

の体験等を実施いたしました。 

  事業費は、１７１万５,８０８円で、３９名の参加がありました。 

  総務部からは、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） ありがとうございました。 

  続きまして、民生部門の説明をお願いいたします。 

  清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） それでは、総務部門の主要事業に続き、民生部門の主要事業につい

て御説明いたします。 

  民生部門には一般会計、及び３つの特別会計がございますので、まず、一般会計から

説明を行い、続いて特別会計の説明を行わせていただきます｡ 

  また、平成２８年度に民生部の機構改編がありましたが、説明は平成２７年度に所管

していた課の名前で説明させていただきます。 

  決算附属資料の１５ページをお開きください。 

  最初に民生課の福祉医療費公費負担事業でございますが、広島県福祉医療費公費負担

事業費補助金交付要綱に基づき、総医療費と保険給付費との差額について助成を行いま

した。 

  身体障害者手帳１級から３級まで、または療育手帳ＡからＢまでを所持する重度心身

障害者を対象とする重度心身障害者医療。ゼロ歳から６歳・小学校就学前までの子供を

対象とする乳幼児医療。１８歳以下の子供を扶養している、ひとり親家庭を対象とする

ひとり親家庭等医療の３つの助成を行っております。 

  このうち乳幼児医療については、受診時における１回５００円の個人負担の無料化及

び中学校３年生までの入院医療費の助成を町単独事業として実施しており、子育て世代

の医療費の負担軽減に努めております。 
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  事業費は、１億４,０６７万６,０００円。対前年度比６２７万４,０００円、４.７％

の増額となっております。増額の主な要因は、社会保障・税番号制度による電算システ

ム改修による委託料の増加です。 

  次に、民生課の生活保護一般事務事業・生活保護費支給事業でございますが、平成２

７年度の被保護世帯数は１３３世帯、被保護人数は１７９人、前年度と比較し、世帯数

１世帯、保護している人数１０人の減少となっております。 

  生活保護費の総支給額は、前年度とほぼ同額の２億７,６３９万３,０００円となりま

した。保護世帯数の減少により生活扶助費、住宅扶助費が減少したものの、医療扶助費

は入院患者、調剤費等の増加により前年度より９１１万円、５.８％増加しております。 

  次に、保育所運営事業でございますが、保護者の就労等により保育を必要とする乳幼

児の保育に係る事業を行いました。 

  町内４つの認可保育所では、平成２７年度末時点で定員４５０人に対し４５８人が入

所しております。 

  また、多様な保育ニーズに対応するための延長保育、病後児保育、一時保育も継続し

て実施し、延長保育については、朝７時からの延長保育を３カ所で実施しました。 

  事業費は、４億２,０６８万９,０００円。対前年度比３,８３２万６,０００円、１

０％の増額となっております。増額の主な要因は、制度改正による保育単価の増額によ

るものです。 

  次に、放課後児童健全育成事業でございますが、昼間、家庭に保護者がいない小学校

児童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を与え、児童の健全育成を図りました。 

  平成２７年度においては、その対象学年を４年生まで拡大するとともに、土曜日及び

夏休み等の長期休業中の開始時間を３０分繰り上げ、８時からとしております。 

  事業費は、３,５６７万５,０００円。対前年度比１ ,０７０万７,０００円、４２ .

９％の増額となっております。増額の主な要因は、対象学年拡大による教室の改造に係

る経費や支援員等報酬の増加によるものです。 

  資料の１６ページをお願いします。 

  次に、福祉課の障害者総合支援事業でございますが、身体・知的・精神障害者、難病

患者等に対し、度合いに応じた必要なサービスを提供することにより、障害者の自立と

社会参加を支援しました。 

  事業費は、４億８,７４５万７,０００円、対前年度比６,１３７万７,０００円、１４.
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４％の増となりました。発達障害児等の障害児を対象とした放課後等児童デイサービス

の利用者の増加や就労支援Ｂ型の施設が町内に１カ所新設されたことによる利用の増加

がその要因となっております。 

  また、町単独で社会福祉法人あゆみ会が設置するグループホームに建設費の一部を助

成しております。 

  続いて、住民課、住民基本台帳等事業でございますが、事業費は３,０６２万５,００

０円でございます。 

  このうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に

基づき、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に対応するため、住

民基本台帳業務などの電算システムを改修しております。 

  改修費は、９０３万２,０００円でございます。 

  次に、健康課、感染症対策事業でございますが、予防接種法に基づき、はしかや風疹、

結核、インフルエンザなどの感染症の発生や、蔓延・重症化予防のための予防接種及び

感染症に対する正しい知識の普及啓発を実施いたしました。予防接種については、高齢

者を対象としたインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、乳幼児や児童生徒を対象

とした四種混合ワクチン等の定期接種を実施しました。 

  事業費は５,６１５万４,０００円で、対前年度比７０万６,０００円、１.３％の増額

となっております。 

  次に、生活習慣病予防対策事業でございます。 

  特定健康診査・基本健康診査や各種がん検診を合わせた総合健診として、住民健診を

８月末から１６日間、東部地域健康センター・町民体育館・町民会館の３会場で、また

１月に２日間、町民会館において実施いたしました。 

  受診実人員は、対前年１.０％増の３,５７６人となっており、この健診結果に基づき

訪問・電話連絡等を行い、医療機関への受診や特定保健指導に結びつけております。 

  また、町内企業やグループなどへの健康出前講座や毎月１回開催しております一般健

康教室を保健師と栄養士が連携して行うなど、各種相談事業の充実を図るとともに、２

月には民生部の各課と連携を図り、健康に関する情報発信・意識啓発を目的として、健

康まつりを実施いたしました。 

  事業費は４,０９８万１,０００円で、対前年度比で７９万４,０００円、１.９％の減

額となっております。 
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  次に、母子保健事業でございます。 

  母性を育むとともに、妊産婦や乳幼児の健康の保持・増進を目的に、母子健康手帳の

交付から妊婦健診や乳幼児健診、育児相談、乳幼児家庭への訪問事業、母子の歯の健康

づくり、未熟児養育医療費給付事業等を実施いたしました。 

  妊婦一般健診においては、健診回数１４回を維持するとともに、母子間での感染を予

防するためのウイルス抗体検査助成などを実施いたしました。 

  また、生後４カ月までの赤ちゃんを対象に保健師が、全戸訪問を行うこんにちは赤ち

ゃん事業では、育児相談を含め、母子の状況把握を行い、育児支援を実施しております。 

  また、毎週行っている育児相談事業、すくすくクラブとともに、なお一層の子育て支

援の充実が必要と考えております。 

  事業費は１,６１４万７,０００円で、対前年度比４６８万円、２２.５％の減額とな

っております。減額の主な要因は、臨時に雇用した保健師の賃金の費目をかえたもの、

それから妊婦健康診査等委託料の減額によるものです。 

  続きまして、生活環境課の環境衛生事業でございます。 

  この事業は、主に生ごみ処理機購入、小型浄化槽設置に対する補助金交付などの助成

を行っております。 

  事業費は、１,５９１万８,０００円で、対前年度比１１３万４,０００円、７.７％の

増加となっております。 

  生ごみ処理機の購入費の一部助成では、６名から申請があり、電動生ごみ処理機４基、

生ごみ堆肥化容器２基に対し、合計７万７,９００円の助成をしております。 

  家庭用小型浄化槽の設置整備に関する助成では、５人槽の浄化槽８基、７人槽１基の

申請があり、合計で３０７万円の助成を行いました。 

  また、浄化槽管理者に対しては、浄化槽台帳をもとに清掃や法定点検の実施を促し、

町内河川の水質汚濁の防止を図り、生活環境の保全に寄与しているものと考えています。 

  また、葬祭費補助金は、呉市民の火葬場使用料を基準として、その差額を助成してお

り、２３５名に９５９万４,２００円を支出しました。 

  次に、公害対策事業でございます。 

  この事業では、主に大気や騒音、水質等の測定及び調査を行い、公害の抑制及び防止

のための事業を委託しております。 

  事業費は、２７３万７,０００円で、対前年度比９万６,０００円、３.４％減となっ
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ています。 

  環境測定の箇所数は、環境騒音測定が５カ所、大気簡易測定２カ所、河川水質調査は

６カ所の調査、測定を行いました。 

  続いて、民生部の所管する３つの特別会計について説明いたします。 

  決算附属資料の１９ページをお願いいたします。 

  まず初めに、国民健康保険事業特別会計でございます。 

  国民健康保険は、国民皆保険制度の中核をなすもので、町が保険者となり、地域の自

営業者及び退職者などを被保険者として、疾病、負傷、出産及び死亡に対して保険給付

を行っております。 

  また、特定健康診査など、疾病の早期発見、重症化防止等を目的とした保健事業や、

医療費適正化への取り組みをあわせて実施しております。 

 事業の決算額は、３７億３,０３７万１,０００円で、前年度比較９.１％の増です。 

 本年３月末現在の被保険者数は、６,３９６人。加入世帯数は３,９４６世帯で、近年、

減少傾向にございます。 

  主な支出となります保険給付費は、２４億３,０１７万８,０００円。前年度比較で２,

０８８万９,０００円、０.９％の減となっております。 

  国民健康保険を取り巻く環境といたしましては、医療保険制度改革関連法により、国

保の運営は、平成３０年度から都道府県が保険者となることから、現在、県と市町にお

いて検討を行っており、制度移行に向けて、適切に対応してまいります。 

  続いて、資料１９ページ下段の、後期高齢者医療特別会計でございます。 

  後期高齢者医療制度は、県内の市町が設置した広域連合を保険者として、被保険者の

認定、保険料の決定及び保険給付等を行い、各市町では申請や届け出等の窓口業務や保

険料の徴収事務を行っております。 

  被保険者は、７５歳以上の方と、６５歳以上７５歳未満の方の一定の障害をお持ちの

方となりますが、本年３月末現在で、３,６４５人。前年度の同時期と比べて２０１人、

５.８％の増加となっております。 

  事業の決算額は、５億７,２７７万１,０００円で、前年度比較４.７％の増です。 

  保険料の徴収率は、９９.７８％で前年度より０.０４ポイント上がっております。 

  主な支出となります後期高齢者医療広域連合納付金は、５億６,６９０万３,０００円。

前年度比較で２,２１０万８,０００円、４.１％の増となっております。 
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  この納付金は、広域連合の事務費、徴収した保険料、医療給付費のうち負担対象額の

１２分の１に相当する額を広島県後期高齢者医療広域連合に納付するもので、このうち、

医療給付費の負担金は、２億６,０１２万７,０００円。前年度比較で９５２万９,００

０円、３.７％の増となっております。 

  この後期高齢者医療制度につきましては、引き続き、現行の制度において円滑な事務

の執行に努めてまいります。 

  次に、介護保険特別会計について説明いたします。 

  まず、介護保険事業ですが、熊野町が保険者となり要介護または要支援の認定を受け

た人に、介護サービスや介護予防サービスを提供する事業で、３年を一期とする介護保

険事業計画に基づき運営しております。 

  事業費は、総務費と保険給付費を合わせ、１８億９,１９６万９,０００円で、対前年

度比、８,２１７万８,０００円、４.５％の増となっております、また、介護保険事業

計画値に対する保険給付費は９３％でした。また、介護給付適正化事業として、５カ所

の町指定の地域密着型事業所に対し、実地指導を行い、５つの居宅介護支援事業所に対

し、ケアプラン点検を行っております。 

  次の、認知症総合支援事業と生活支援体制整備事業は、第６期介護保険事業計画の３

年間の期間内に必ず実施しなければならない事業として位置づけられました。 

  まず、認知症総合支援事業ですが、地域の実態に応じた認知症施策の企画調整を行う

認知症地域支援推進員を地域包括支援センターに配置しました。 

  また、認知症カフェ開設のため、支援者養成研修を３回実施し、養成された支援者に

より、今年度２カ所のカフェを開設しております。 

  次の、生活支援体制整備事業ですが、地域の高齢者の多様なニーズに対応するため、

多様なサービスや地域資源の開発や発掘、生活支援・介護予防の担い手の養成等の基盤

整備を推進する生活支援コーディネーターを、商工会や自治会、介護事業所職員などに

委嘱し、会議を３回開催しました。 

  内容としては、若い世代も含めた会議で、元気な高齢者の行動特性について意見を収

集したものを、生活支援コーディネーター会議で検討し、健康寿命と平均寿命を同じに

させる１０カ条を制定し、全戸配付いたしました。 

  次の、介護予防地域支援事業ですが、町の専門職による介護予防事業、教室名は、元

気もりもり教室と言っておりますが、そういった事業の実施や、町として現在力を入れ
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ております、シルバーリハビリ体操を地域に普及させる体操リーダーの養成を行いまし

た。養成事業は５年目となり、多くの体操リーダーが地域で活躍しております。 

  また、体操リーダーの中心的な役割を担うアドバンスリーダーの養成も２年目となり、

昨年は７人養成しております。サロン等で体操を定期的に継続的に行うことの効果測定

へのかかわりも始まっております 

  以上で民生部の主要事業の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） ありがとうございます。 

  続きまして、建設部門の説明をお願いいたします。 

  沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 続きまして、建設部門の平成２７年度主要事業について御説明をさ

せていただきます。 

  附属資料の１７ページ中段をごらんください。 

  まず、建設課の主要事業から御説明いたします。 

  （国庫）町道舗装修繕事業は、平成２５年度に実施しました路面性状調査という舗装

の劣化状況の点検結果などを参考に、国の交付金を活用して主要な町道の舗装修繕を実

施しており、平成２７年度は、町道団地２号線や町道新萩線の総延長１５０メートル、

総面積７１０平方メートルを修繕し、事業費は４７３万７,０００円となっております。 

  続きまして、都市再生整備事業（熊野団地地区・道路）でございます。 

  従前、町の単独事業として実施しておりました熊野団地地区の側溝再生工事は、平成

２６年度から国庫交付金事業の都市再生整備事業として実施しており、平成２７年度に

は柿迫、神田地区で延長４７０メートルの側溝整備工事を実施し、事業費は１,１１１

万６,０００円でございました。 

  建設課の最後、（国庫）橋梁維持修繕事業でございます。 

  平成２６年度の法改正に伴い、道路上の延長２ｍ以上の橋梁について、５年に１度の

定期点検が義務化され、熊野町におきましては、町で管理する１２０橋の橋梁定期点検

を順次実施しているところでございます。 

  進捗状況といたしましては、平成２６年度に２橋、２７年度は１０５橋の点検を実施

いたしました。 
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  今年度は、残る１３橋の点検を実施し、１回目の点検を全て完了することとしており

ます。 

  また、点検の結果から橋梁の健全度を評価し、修繕が必要と判断された橋梁について、

順次補修工事を実施し、老朽化した橋梁の延命化を図り、道路利用者の安全性を確保す

ることとしております。 

  平成２７年度は、城之堀地区の萩城橋の橋梁補修設計業務、中溝地区の馬橋、新宮地

区の屯田中橋及び時山橋の３橋の補修工事を実施し、事業費は、２,７１８万７,０００

円でございました。 

  続きまして、都市整備課の主要事業について御説明いたします。 

  ２点の主要事業でございます。 

  １点目の「林業振興対策事業」ですが、ひろしまの森づくり交付金を活用し、荒廃す

る里山の再生を目的に、新宮地区の竜王山の里山林の整備を行いました。 

  山頂付近の竜王神社から海上側登山口までの登山道と、竜王神社周辺合わせて約０.

８ヘクタールの除伐、下刈りを行い、竜王山山頂と登山道途中に４基の指導標を設置し

ました。また、登山道途中の見晴らしのよい箇所と竜王神社境内にベンチをそれぞれ１

基設置しております。 

  事業費は３２６万４,０００円でございます。 

  続いて、都市再生整備事業でございますが、神田公園フェンス設置、柿迫公園の遊具

撤去及び新設等の整備工事を行いました。 

  事業費は３９１万８,０００円でございます。 

  続きまして、開発指導課の主要事業について御説明いたします。 

  次のページ、１８ページをお開きください。 

  上段の子育て定住促進事業ですが、子育て世代の定住を促進し、人口の維持、地域の

活性化を図るため、住宅の新築または購入者を支援する事業で、平成２７年度は、７７

件の申請に対し助成金を交付しました。 

  交付総額は１,５１４万１,０００円で、交付者の前住所の内訳は、町外からの転入が、

３３世帯１０５人、町内転居が、４４世帯１６２人となっております。 

  続きまして、公共下水道事業特別会計の主要事業について、御説明いたします。 

  附属資料の１９ページの中段の３、公共下水道事業特別会計の表をごらんください。 

  一般管理費の１億８,８８９万６,０００円ですが、主なものは、水洗便所改造及び排
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水設備改造補助金でございます。 

  この補助金は、下水道の供用開始後１年以内に宅内排水設備の改造を行い、公共下水

道に接続していただいたお宅に、１件当たり８万円を交付するもので、３４件分２７２

万円を交付をしております。 

  次に、公共下水道整備費の２億３,３２６万７,０００円でございますが、主なものは、

出来庭地区、新宮地区並びに萩原地区において、汚水管渠工事を９件、また、新宮地区

において、マンホールポンプ設置工事を２件、合計で１１件の工事を実施しております。 

  汚水管渠の工事延長は合計２.４キロメートルで、マンホールポンプは４基を整備い

たしました。 

  ６.３ヘクタールを整備し、昨年度末の下水道普及率は、前年度より０.３ポイント上

昇し、９０.３％となっております。 

  続きまして、上水道事業会計の主要事業について御説明いたします。 

  附属資料の２１ページの６、上水道事業会計の表をごらんください。 

  初めに、高所配水団地改修事業の５,９７７万９,０００円でございますが、城之堀団

地入り口に平成２５年度に整備しました加圧ポンプ所におきまして、事業費３,２６６

万円で受水槽設置工事と事業費１１７万３,０００円で水位計設置工事を実施しており

ます。 

  また、城之堀団地内におきましては、配水管布設がえ工事を行い、事業費２,５９４

万６,０００円で、延長約５９８メートルの配水管の布設がえを行っております。 

  続きまして、未給水地区解消事業ですが、新宮、初神、呉地、川角地区において、地

元申請による配水管布設工事を行い、事業費１,４８６万９,０００円で、管路延長約６

６９メートルを整備しております。 

  続きまして熊野団地管路更新事業ですが、熊野団地内の老朽管対策といたしまして、

石神地区におきまして、配水管布設がえ工事を行い、事業費１,４４７万２,０００円で、

約３３１メートルの老朽配水管の布設がえを行っております。 

  続きまして、開発地給水事業ですが、石神、東山、呉地地区の造成地におきまして、

配水管布設工事を行い、事業費１,１５５万６,０００円で、管路延長約３６２メートを

整備しております。 

  主要事業以外の物も含めますと、上水道事業全体では、管路延長２,１８６メートル

を整備し、上水道の普及率は８７.６％となり、前年度から０.２ポイント上昇しており
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ます。 

  建設部と水道部の平成２７年度主要事業説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） 最後に教育部の説明をお願いします。 

  民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 最後に、教育委員会の主要事業について御説明させていただきます。 

  附属資料の１８ページをごらんください。 

  まず、学校教育課の主要事業について御説明いたします。 

  学校支援事業ですが、学力向上対策及び生徒指導並びに施設維持のため、小中学校に

町費で人的な支援を行うもので、事業費は２,０７０万２,０００円でした。 

  学校支援員は、県費で配置された東中学校を除き、各校に１名、計５名配置し、教員

が子供と向き合う時間を確保し、各種印刷業務や資料の整理などを行いました。また、

中学校に生徒指導相談員を各１名配置し、不登校等で個別支援が必要な生徒への対応を

行いました。 

  さらに、配慮児童支援員は、通常学級で情緒的課題を持つ児童に対応するため、第一

小学校、第三小学校及び第四小学校に各１名配置しました。また、家庭教育支援アドバ

イザーは、児童生徒の学習環境の改善に向けた相談・支援に当たるもので、東中学校区

に１名配置しました。なお、熊野中学校区には県費により１名配置されました。 

  また、２人１組で学校を巡回する学校施設等安全点検員を高齢者能力活用協会に委託

し、各学校を定期的に巡回して、学校施設の点検、維持、補修を行いました。 

  次に、小学校大規模改造事業ですが、雨漏りしていた第二小学校南校舎の屋上防水改

修工事及び第四小学校体育館の屋根改修工事を実施しました。あわせて、第四小学校体

育館については、地震等で落下の危険がある天井材の撤去及び照明器具等の補強をし、

児童の安全安心な環境整備に努めたものでございます。 

  建築面積は、第二小学校南校舎が４７１.８８平方メートル、第四小学校体育館が１,

１８６.６平方メートルで、事業費合計は３,００９万１,０００円で、第二小学校の工

事は８月、第四小学校は２月に工事を完了しました。 

  続いて、中学校大規模改造事業ですが、この事業では、熊野中学校南校舎耐震補強及

び大規模改修工事を実施しました。 
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  この工事は、耐震性能が国の基準を下回る南校舎について、鉄骨ブレース等を用いて

耐震化を図るとともに、大規模な改修工事を実施しました。建築延べ面積は１,２３７

平方メートル、事業費は１億５,６６０万円で、国費の学校施設環境改善交付金、補助

率は耐震部分が２分の１、大規模改修部分が３分の１を活用して事業執行しました。 

  工事は、授業への影響等を考え、夏休み期間中を主に施工しまして、本年１月に完了

しました。 

  また、熊野東中学校体育館天井撤去工事では、地震等で落下の危険がある天井材を撤

去しました。建築面積は１,５２４平方メートルで、事業費は３３４万８,０００円、本

年１月に工事を完了しています。 

  いずれの工事も、生徒の安全・安心な環境整備に努めたもので、設計費を含めて事業

費合計は１億７,４４７万８,０００円でした。 

  続きまして、生涯学習課の主要事業について御説明いたします。 

  社会教育一般事務のうち、家庭読書推進事業ですが、地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金事業を活用して、本町独自のくまどくのさらなる推進を図るための事業を

実施しまして、事業費は９９１万７,０００円でした。 

  事業内容は、図書司書による絵本の読み聞かせや読書に関する指導、相談及び図書選

定のアドバイスのほか、事業効果を高めるため、くまの・みらい交流館へこども図書約

３,０００冊を購入しました。 

  次に、公民館一般事務のうち、町民会館太陽光設備設置事業ですが、対象として指定

されている町民会館に、災害時における非常用電源を確保することを目的に、県のグリ

ーンニューディール基金を活用して、太陽光発電設備及び蓄電池システムを設置しまし

た。 

  また、平常時は余剰電力を館内の通常電力として使用することで、年間１５％程度の

消費電力削減が見込まれています。事業費は３,７８０万円でした。 

  同じく、公民館一般事務のうち、新西公民館建設事業ですが、熊野団地地区都市再生

整備計画事業により、老朽化した西公民館を神田地区に移転、建てかえ工事を実施しま

した。 

  住民の生涯学習活動、多世代交流活動の拠点施設として、太陽光発電設備を備え、避

難所として運営できる鉄筋コンクリート造平家建て、延べ床面積約１,３５１平方メー

トルの建物を建設し、駐車場は７０台が駐車できるようになっています。本年４月１６
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日に落成式、５月９日より供用開始しました。事業費は、４億３,４５７万７,０００円

でした。 

  最後に、社会体育施設管理事業のうち、町民グラウンド照明フェンス等改修事業です

が、老朽化している町民グラウンドのナイター照明設備のうち、耐用年数を経過した約

半数を、日本スポーツ振興センターの助成金を活用して、ＬＥＤ照明に更新し、安定か

つ十分な照度を確保しました。 

  また、グラウンド周囲の老朽化した金属製のフェンスを安全な防球ネットに取りかえ、

利用者の安全確保ができました。事業費は、照明改修事業が３,０１３万２,０００円、

フェンス改修事業が１５８万８,０００で、合計３,１７２万円でした。 

  教育委員会の説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（藤本） ありがとうございました。 

  以上で平成２７年度における各会計決算説明と各部門主要事業の概要説明が終わりま

した。 

  これより、執行部から提出されております会計書類の閲覧時間を設けたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（藤本） 御異議ありませんので、閲覧時間を設けたいと思いますが、閲覧時間

をどのくらい設けましょうか。もう、今、現在４時になろうかとしております。 

  去年は閲覧時間トータルで３時間少しとっておりました。 

  きょうはなしで、あした朝からやりますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、皆さんの御意見でそうでございますので、あしたの朝９時３０分から閲覧

という形でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤本） それでは、そういうふうな形で、閲覧時間は正午までにさせていただ

いて、２時間半ぐらいびっしり見ていただいて、そして、１時半から総括、質疑という

形でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤本） じゃあそのような形でさせていただきたいと思います。 
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  暫時休憩いたします。 

  再開はあすの朝９時３０分ということでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

（延会 １５時５３分） 
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  上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。 
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